
 
高規格堤防整備の抜本的見直しについて 

 

高規格堤防については、昨年の行政刷新会議の事業仕分けの指

摘を受け、いったん白紙にしてゼロベースで検討を行った。 

東日本大震災を踏まえれば、災害に対してはハード・ソフト両

面の対応が必要であり、施設の整備水準を上回る外力に対しても、

人命を守ることを第一に対応することが重要である。そのために

は、地域と一緒になって避難計画を策定し、広域避難場所の確保

も含めた避難体制を整備するとともに、安全な避難場所が十分で

はない、あるいは密集狭隘のため避難できない場合もあることか

ら堤防の決壊を回避する方策も必要となり、例えば海面下の土地

などは高規格堤防でないと人命を守れないことがある。 

高規格堤防は超過洪水に対しても決壊しない堤防であり、また、

まちづくり事業と一体となって、地域住民の人命を守る安全で良

好な住環境を形成するとともに、河川から離れた地域の安全度も

高めるものである。 

このようなことから、高規格堤防については、「人命を守る」

ということを最重視し、そのために必要な区間として「人口が集

中した区域で、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能

性が高い区間」とすることにした。 

 

具体の考え方は、 

（１）堤防が決壊すれば十分な避難時間もなく海面下の土地が浸

水する区間 

（２）堤防が決壊すれば建物密集地の建築物が２階まで浸水する

区間 

（３）堤防が決壊すれば破壊力のある氾濫水により沿川の建物密

集地に被害が生じる区間 
とし、氾濫形態や地形等を考慮して区間を設定する。 
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